
 資
料

1
0
 

構
造

等
に

関
す

る
基

準
並

び
に

点
検

の
方

法
 

（
水

質
汚

濁
防

止
法

施
行

規
則

か
ら

抜
粋

、
一

部
加

工
あ

り
）

 

    １ １１１
    
施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る

床
面
及
び
周
囲

床
面
及
び
周
囲

床
面
及
び
周
囲

床
面
及
び
周
囲

の
構
造

の
構
造

の
構
造

の
構
造

等 等等等
に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

    

 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

又
は

有
害

物
質

貯
蔵

指
定

施
設

の
本

体
（

地
下

貯
蔵

施
設

を
除

く
）

が
設

置
さ

れ
る

床
面

及
び

周
囲

 

 Ａ
基

準
 

施
設

本
体

が
設

置
さ

れ
る

床
面

及
び

周
囲

は
、

有
害

物
質

を
含

む
水

の
地

下
へ

の
浸

透
及

び
施

設
の

外
へ

の
流

出
を

防
止

す
る

た
め

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。

た
だ

し
、

施
設

本
体

が

設
置

さ
れ

る
床

の
下

の
構

造
が

、
床

面
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

を
目

視
に

よ
り

容
易

に
確

認
で

き

る
も

の
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

 一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
床

面
は

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

タ
イ

ル
そ

の
他

の
不

浸
透

性
を

有
す

る
材

料
に

よ
る

構
造

と
し

、
有

害
物

質

を
含

む
水

の
種

類
又

は
性

状
に

応
じ

、
必

要
な

場
合

は
、
耐

薬
品

性
及

び
不

浸
透

性
を

有
す

る
材

質
で

被
覆

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

ロ
 
防

液
堤

、
側

溝
、

た
め

ま
す

若
し

く
は

ス
テ

ン
レ

ス
鋼

の
受

皿
又

は
こ

れ
ら

と
同

等
以

上
の

機
能

を
有

す

る
装

置
（

以
下

「
防

液
堤

等
」

と
い

う
。

）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 二
 
前

号
に

掲
げ

る
措

置
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｂ
基

準
 

施
設

本
体
（

平
成

2
4
年

６
月

１
日

に
存

す
る

も
の

に
限

る
。
）
が

設
置

さ
れ

て
い

る
床

面
及

び
周

囲
の

う
ち

上

記
Ａ

基
準

に
適

合
し

な
い

も
の

に
係

る
基

準
に

つ
い

て
は

、
当

該
床

面
及

び
周

囲
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

 一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
施

設
本

体
が

床
面

に
接

し
て

設
置

さ
れ

、
か

つ
、

施
設

本
体

の
下

部
に

点
検

可
能

な
空

間
が

な
く

、
施

設

本
体

の
接

す
る

床
面

が
Ａ

基
準

第
一

号
イ

の
基

準
に

適
合

し
な

い
場

合
で

あ
っ

て
、
施

設
本

体
の

下
部

以
外

の
床

面
及

び
周

囲
に

つ
い

て
Ａ

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

ロ
 
施

設
本

体
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

確
認

す
る

た
め

、
漏

え
い

等
を

検
知

す
る

た
め

の

装
置

を
適

切
に

配
置

す
る

こ
と

又
は

こ
れ

と
同

等
以

上
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 二
 
施

設
本

体
が

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
を

目
視

に
よ

り
確

認
で

き
る

よ
う

床
面

か
ら

離
し

て
設

置
さ

れ
、

か
つ

、
施

設
本

体
の

下
部

の
床

面
が

Ａ
基

準
第

一
号

イ
の

基
準

に
適

合
し

な
い

場
合

で
あ

っ
て

、
施

設
本

体
の

下
部

以
外

の
床

面
及

び
周

囲
に

つ
い

て
Ａ

基
準

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

  Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

 

 

                            点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

    

  

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

    

施
設

本
体

が
設

置
さ

れ
る

床
面

及
び

周
囲
 

床
面

の
ひ

び
割

れ
、

被
覆

の
損

傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
 

防
液

堤
等

の
ひ

び
割

れ
そ

の
他

の

異
常

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
 

        
    

                        

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

    

施
設

本
体

が
設

置
さ

れ
る

床
面

及
び

周
囲

 

床
面

の
ひ

び
割

れ
、

被
覆

の
損

傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

一
月

に
一

回
以

上
 

    

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
の

構
造

又
は

当
該

施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

一
 

施
設

本
体

が
設

置
さ

れ

る
床

面
及

び
周

囲
（

Ａ
基

準

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
場

合
を

除
く

。
）

 

床
面

の
ひ

び
割

れ
、
被

覆
の

損
傷

そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
 

防
液

堤
等

の
ひ

び
割

れ
そ

の
他

の

異
常

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
 

二
 

施
設

本
体

が
設

置
さ

れ

る
床

面
及

び
周

囲
（

Ａ
基

準

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
場

合
に

限
る

。
）

 

床
の

下
へ

の
有

害
物

質
を

含
む

水

の
漏

え
い

の
有

無
 

一
月

に
一

回
以

上
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 ２ ２２２
    
施
設
本
体
の
点
検

施
設
本
体
の
点
検

施
設
本
体
の
点
検

施
設
本
体
の
点
検

の ののの
方
法

方
法

方
法

方
法

    

    
 施
設

本
体

の
構

造
等

に
関

す
る

基
準

は
、
地

下
構

造
に

関
す

る
も

の
を

除
き

、
基

本
的

に
規

定
さ

れ
て

い
な

い
。

施
設

本
体

に
つ

い
て

は
、

点
検

の
み

が
要

求
さ

れ
て

お
り

、
Ａ

、
Ｂ

、
Ｃ

の
基

準
の

別
は

な
い

。
た

だ
し

、
施

設

本
体

が
設

置
さ

れ
る

床
面

及
び

周
囲

の
構

造
等

に
関

す
る

基
準

が
Ｂ

基
準

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、

次
の

点
検

が

必
要

と
な

る
。

 

（
地

下
貯

蔵
指

定
施

設
の

構
造

等
に

関
す

る
基

準
に

つ
い

て
は

、
5
8
ペ

ー
ジ

参
照

）
 

 

                                                                                                                                                                

    
    点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
    

    

    施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る
床
面
及
び
周
囲
の
構
造
等
に
関
す
る
基
準
が

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る
床
面
及
び
周
囲
の
構
造
等
に
関
す
る
基
準
が

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る
床
面
及
び
周
囲
の
構
造
等
に
関
す
る
基
準
が

施
設
本
体
が
設
置
さ
れ
る
床
面
及
び
周
囲
の
構
造
等
に
関
す
る
基
準
が

、 、、、
Ｂ
基
準
に
該
当
す
る
場
合

Ｂ
基
準
に
該
当
す
る
場
合

Ｂ
基
準
に
該
当
す
る
場
合

Ｂ
基
準
に
該
当
す
る
場
合

    

    

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
の

構
造

又
は

当
該

施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

施
設

本
体

 
施

設
本

体
の

ひ
び

割
れ

、
亀

裂
、
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
 

施
設

本
体

か
ら

の
有

害
物

質
を

含

む
水

の
漏

え
い

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
。

 

施
設

本
体

 
施

設
本

体
の

ひ
び

割
れ

、
亀

裂
、
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
 

施
設

本
体

か
ら

の
有

害
物

質
を

含

む
水

の
漏

え
い

の
有

無
 

一
月

に
一

回
以

上
。

た
だ

し
、

目

視
又

は
漏

え
い

等
を

検
知

す
る

た

め
の

装
置

の
適

切
な

配
置

以
外

の

方
法

に
よ

る
施

設
本

体
か

ら
の

有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
等

の

有
無

の
点

検
を

行
う

場
合

に
あ

っ

て
は

、
当

該
方

法
に

応
じ

、
適

切

な
回

数
で

行
う

も
の

と
す

る
。
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 ３ ３３３
    
施
設
に

施
設
に

施
設
に

施
設
に

付
帯
す
る
配
管
等
（
地
上

付
帯
す
る
配
管
等
（
地
上

付
帯
す
る
配
管
等
（
地
上

付
帯
す
る
配
管
等
（
地
上

に
設
置
す
る
場
合

に
設
置
す
る
場
合

に
設
置
す
る
場
合

に
設
置
す
る
場
合

） ）））
の
構
造

の
構
造

の
構
造

の
構
造

等 等等等
に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

に
関
す
る
基
準

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

    

  
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
又

は
有

害
物

質
貯

蔵
指

定
施

設
に

接
続

す
る

配
管

、
継

手
類

、
フ

ラ
ン

ジ
類

、
バ

ル

ブ
類

及
び

ポ
ン

プ
設

備
（

有
害

物
質

を
含

む
水

が
通

る
部

分
に

限
る

。
以

下
、

「
配

管
等

」
と

い
う

。
）

 

 Ａ
基

準
 

配
管

等
は

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
若

し
く

は
地

下
へ

の
浸

透
（

以
下

「
漏

え
い

等
」

と
い

う
。

）
を

防
止

し
、
又

は
漏

え
い

等
が

あ
つ

た
場

合
に

漏
え

い
等

を
確

認
す

る
た

め
、
配

管
等

を
地

上
に

設
置

す
る

場
合

は
、

次
の

イ
又

は
ロ

の
い

ず
れ

か
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

 イ
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
の

防
止

に
必

要
な

強
度

を
有

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
有

害
物

質
に

よ
り

容
易

に
劣

化
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
配

管
等

の
外

面
に

は
、

腐
食

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
た

だ
し

、
配

管
等

が
設

置
さ

れ
る

条
件

の
下

で
腐

食
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

 

ロ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
が

目
視

に
よ

り
容

易
に

確
認

で
き

る
よ

う
に

床
面

か
ら

離
し

て
設

置
さ

れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｂ
基

準
 

配
管

等
（

平
成

2
4
年

６
月

１
日

に
存

す
る

も
の

に
限

る
。
）
の
う

ち
Ａ

基
準

に
適

合
し

な
い

も
の

に
係

る
基

準

に
つ

い
て

は
、

当
該

配
管

等
が

次
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

配
管

等
を

地
上

に
設

置
す

る
場

合
は

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
を

目
視

に
よ

り
確

認
で

き
る

よ
う

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

   Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

          

            

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

    

     

  
点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準
 

 
     

  

                    
    

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

    
    

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
の

構
造

又
は

当
該

施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

配
管

等
（

地
上

に
設

置
さ

れ

て
い

る
場

合
に

限
る

。
）

 

配
管

等
の

亀
裂

、
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む

水
の

漏
え

い
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
 

配
管

等
（

地
上

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。
）

 

配
管

等
の

亀
裂

、
損

傷
そ

の
他

の

異
常

の
有

無
 

六
月

に
一

回
以

上
 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む

水
の

漏
え

い
の

有
無

 

六
月

に
一

回
以

上
 

配
管

等
（

地
上

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。
）

 

配
管

等
の

亀
裂

、
損

傷
そ

の
他

の

異
常

の
有

無
 

 
六

月
に

一
回

以
上

 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む

水
の

漏
え

い
の

有
無

 

 
六

月
に

一
回

以
上
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 ４ ４４４
    
施
設
に

施
設
に

施
設
に

施
設
に

付
帯
す
る
配
管
等

付
帯
す
る
配
管
等

付
帯
す
る
配
管
等

付
帯
す
る
配
管
等

（ （（（
地
下
に
設
置
す
る
場
合

地
下
に
設
置
す
る
場
合

地
下
に
設
置
す
る
場
合

地
下
に
設
置
す
る
場
合

） ）））
の
構
造

の
構
造

の
構
造

の
構
造

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

及
び

及
び

及
び

及
び

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

    

  
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
又

は
有

害
物

質
貯

蔵
指

定
施

設
に

接
続

す
る

配
管

、
継

手
類

、
フ

ラ
ン

ジ
類

、
バ

ル

ブ
類

及
び

ポ
ン

プ
設

備
（

有
害

物
質

を
含

む
水

が
通

る
部

分
に

限
る

。
）

 

 Ａ
基

準
 

配
管

等
は

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
若

し
く

は
地

下
へ

の
浸

透
を

防
止

し
、

又
は

漏
え

い
等

が
あ

つ
た

場
合

に
漏

え
い

等
を

確
認

す
る

た
め

、
配

管
等

を
地

下
に

設
置

す
る

場
合

は
、
次

の
い

ず
れ

か
に

適
合

す
る

こ
と

。
 

 イ
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

(
2
)
 (
1
)
の

ト
レ

ン
チ

の
底

面
及

び
側

面
は

、
コ

ン
ク

リ
ー

ト
、

タ
イ

ル
そ

の
他

の
不

浸
透

性
を

有
す

る
材

料

に
よ

る
こ

と
と

し
、
底

面
の
表

面
は

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

種
類

又
は

性
状

に
応

じ
、
必

要
な

場
合

は
、

耐
薬

品
性

及
び

不
浸

透
性

を
有

す
る

材
質

で
被

覆
が

施
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

ロ
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

(
1
)
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
の

防
止

に
必

要
な

強
度

を
有

す
る

こ
と

。
 

(
2
)
 
有

害
物

質
に

よ
り

容
易

に
劣

化
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

(
3
)
 
配

管
等

の
外

面
に

は
、

腐
食

を
防

止
す

る
た

め
の

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
た

だ
し

、
配

管
等

が
設

置
さ

れ
る

条
件

の
下

で
腐

食
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
で

あ
る

場
合

に
あ

っ
て

は
、
こ
の

限
り

で
な

い
。

 

ハ
 
イ

又
は

ロ
に

掲
げ

る
措

置
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｂ
基

準
 

配
管

等
（

平
成

2
4
年

６
月

１
日

に
存

す
る

も
の

に
限

る
。
）
の
う

ち
Ａ

基
準

に
適

合
し

な
い

も
の

に
係

る
基

準

に
つ

い
て

、
当

該
配

管
等

を
地

下
に

設
置

す
る

場
合

は
、

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

確
認

す
る

た
め

、

次
の

い
ず

れ
か

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

 イ
 
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

ロ
 
配

管
等

か
ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
等

を
検

知
す

る
た

め
の

装
置

又
は

配
管

等
に

お
け

る
有

害

物
質

を
含

む
水

の
流
量

の
変
動

を
計
測

す
る

た
め

の
装

置
を

適
切

に
配

置
す

る
こ

と
そ

の
他

の
有

害
物

質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

確
認

で
き

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

ハ
 
イ

又
は

ロ
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

    
    

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指
定

施
設

の
構

造
又

は
当

該
施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

一
 

配
管

等
（

地
下

に
設

置
さ

れ
、
か

つ
、
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。
）

 

配
管

等
の

亀
裂

、
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 
一

年
に

一
回

以
上

 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
 

ト
レ

ン
チ

の
側

面
及

び
底

面
の

ひ
び

割
れ

、
被

覆
の

損
傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

一
年

に
一

回
以

上
 

二
 

配
管

等
（

地
下

に
設

置
さ

れ
、
か

つ
、
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。
）

 

配
管

等
の
内

部
の
気

体
の
圧
力

若
し

く
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
方

法
に

よ
る

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
。

た
だ

し
、

配
管

等
の
内

部
の
気

体
の
圧
力

又
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
配

管
等

か
ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
等

の
有

無
の

点
検

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
方

法
に

応
じ

、
適

切
な

回
数

で
行

う
こ

と
と

す
る

。
＊

１
）
 

＊
１

）
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
規
則
第
六
十
二
条
の
五
の
三
に
規
定
す
る
地
下
埋
設
配
管
で
あ
っ
て
消
防
法
第
十
一
条
第
五

項
に
規
定
す
る
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
又
は
配
管
等
か
ら
の
有
害
物

質
を

含
む
水
の
漏
え
い
等
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
若
し
く
は
配
管
等
に
お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測

す
る

た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
確
認
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、

有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
の
点
検
を
一
月
（
有
害
物
質
の
濃
度
の
測
定
に
よ
り
漏
え
い
等
の
有
無
の
点
検
を
行
う

場
合

に
あ
っ
て
は
、
三
月
）
に
一
回
以
上
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
に
一
回
以
上
。
 

    点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

    
 

 
 

一
 

配
管

等
（

地
下

に
設
置

さ
れ

、
か

つ
、
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

に
限

る
。
）

 

配
管

等
の

亀
裂

、
損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 
六

月
に

一
回

以
上

 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

の
有

無
 

六
月

に
一

回
以

上
 

ト
レ

ン
チ

の
側

面
及

び
底

面
の

ひ
び

割
れ

、
被

覆
の

損
傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

六
月

に
一

回
以

上
 

二
 

配
管

等
（

地
下

に
 
設

置
さ

れ
、
か

つ
、
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。
）
 

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

 
一

月
（

有
害

物
質

の
濃

度
の
測

定
に

よ
り

漏
え

い
等

の
有

無
の

点
検

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
三

月
）
に

一
回

以
上

 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

    
 

 
 

 
 

配
管

等
（

地
下

に
設

置
さ

れ
、
か

つ
、
ト

レ
ン
チ

の
中

に
設

置
さ

れ
て

い
る

場
合

を
除

く
。
）

 

配
管

等
の
内

部
の
気

体
の
圧
力

若
し

く
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の
方

法
に

よ
る

配
管

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
。

た
だ

し
、

配
管

等
の
内

部
の
気

体
の
圧
力

又
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
配

管
等

か
ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
等

の
有

無
の

点
検

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
方

法
に

応
じ

、
適

切
な

回
数

で
行

う
こ

と
と

す
る

。
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 ５ ５５５
    
施
設
に

施
設
に

施
設
に

施
設
に

接
続

接
続

接
続

接
続

す
る

す
る

す
る

す
る

排
水

排
水

排
水

排
水

溝 溝溝溝
等 等等等
の
構
造

の
構
造

の
構
造

の
構
造

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

及
び

及
び

及
び

及
び

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法
 

  
有

害
物

質
使

用
特

定
施

設
又

は
有

害
物

質
貯

蔵
指

定
施

設
に

接
続

す
る
排

水
溝

、
排

水
ま

す
及

び
排

水
ポ

ン
プ

等
の
排

水
設

備
（

有
害

物
質

を
含

む
水

が
通

る
部

分
に

限
る

。
以

下
、

「
排

水
溝

等
」

と
い

う
。

）
 

 Ａ
基

準
 

排
水

溝
等

は
、

有
害

物
質

を
含

む
水

の
地

下
へ

の
浸

透
を

防
止

す
る

た
め

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。

 

 

一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

地
下

へ
の

浸
透

の
防

止
に

必
要

な
強

度
を

有
す

る
こ

と
。

 

ロ
 
有

害
物

質
に

よ
り

容
易

に
劣

化
す

る
お

そ
れ

の
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
 

ハ
 
排

水
溝

等
の
表

面
は

、
有

害
物

質
を

含
む

水
の

種
類

又
は

性
状

に
応

じ
、

必
要

な
場

合
は

、
耐

薬
品

性
及

び
不

浸
透

性
を

有
す

る
材

質
で

被
覆

が
施

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 

二
 
前

号
に

掲
げ

る
措

置
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｂ
基

準
 

排
水

溝
等
（

平
成

2
4
年

６
月

１
日

に
存

す
る

も
の

に
限

る
。
）
の

う
ち

Ａ
基

準
に

適
合

し
な

い
も

の
に

係
る

基

準
に

つ
い

て
は

、
当

該
排

水
溝

等
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

一
 
排

水
溝

等
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
地

下
へ

の
浸

透
を

検
知

す
る

た
め

の
装

置
又

は
排

水
溝

等
に

お
け

る
有

害
物

質
を

含
む

水
の

流
量

の
変
動

を
計
測

す
る

た
め

の
装

置
を

適
切

に
配

置
す

る
こ

と
そ

の
他

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

地
下

へ
の

浸
透

を
確

認
で

き
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 二
 
前

号
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準
 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
の

構
造

又
は

当
該

施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

排
水

溝
等

 
排

水
溝

等
の

ひ
び

割
れ

、
被

覆
の

損

傷
そ

の
他

の
異

常
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
＊

２
）
 

＊
２
）
排
水
溝
等
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
の
適
切
な
配
置
、
排
水
溝
等

に
お

け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測
す
る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含
む

水
の
地
下
へ
の
浸
透
を
確
認
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
地
下
へ
の
浸
透
の
点
検
を
一
月
（
有

害
物
質
の
濃
度
の
測
定
に
よ
り
地
下
へ
の
浸
透
の
有
無
の
点
検
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
）
に
一
回
以
上
行
う
場
合

に
あ
っ
て
は
、
三
年
に
一
回
以
上
。
 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準
 

 
 

排
水

溝
等
 

排
水

溝
等

の
ひ

び
割

れ
、

被
覆

の

損
傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

六
月

に
一

回
以

上
 

排
水

溝
等

か
ら

の
有

害
物

質
を

含

む
水

の
地

下
へ

の
浸

透
の

有
無
 

一
月

（
有

害
物

質
の
濃

度
の
測

定
に

よ
り

地
下

へ
の

浸
透

の
有

無
の

点
検

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
三

月
）

に
一

回
以

上
 

        点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準
 

 
排

水
溝

等
 

排
水

溝
等

の
ひ

び
割

れ
、

被
覆

の

損
傷

そ
の

他
の

異
常

の
有

無
 

一
月

に
一

回
以

上
。
た

だ
し

、
目

視

が
困
難

な
場

合
に

お
い

て
、
目

視
以

外
の

方
法

に
よ

る
排

水
溝

等
の

ひ

び
割

れ
、
被

覆
の

損
傷

そ
の

他
の

異

常
の

有
無

の
点

検
を

行
う

場
合

に

あ
つ

て
は

、
当

該
方

法
に

応
じ

、
適

切
な

回
数

で
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

排
水

溝
等

の
内

部
の

水
の

水
位

の

変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以

上
の

方
法

に
よ

る
排

水
溝

等
か

ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

地
下

へ

の
浸

透
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
。
た

だ
し

、
排

水

溝
等

の
内

部
の

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
排

水

溝
等

か
ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水

の
地

下
へ

の
浸

透
の

有
無

の
点

検

を
行

う
場

合
に

あ
つ

て
は

、
当

該
方

法
に

応
じ

、
適

切
な

回
数

で
行

う
こ

と
と

す
る

。
 

-57-



  ６ ６６６
    
地
下
貯
蔵
施
設

地
下
貯
蔵
施
設

地
下
貯
蔵
施
設

地
下
貯
蔵
施
設

の
構
造

の
構
造

の
構
造

の
構
造

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

等
に
関
す
る
基
準

及
び

及
び

及
び

及
び

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

点
検
の
方
法

    

 

有
害

物
質

貯
蔵

指
定

施
設

の
う

ち
地

下
に

設
置

さ
れ

て
い

る
も

の
 

 Ａ
基

準
 

地
下

貯
蔵

施
設

は
、

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

防
止

す
る

た
め

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
適

合
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

と
す

る
。

 

 

一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
タ

ン
ク
室
内

に
設

置
さ

れ
て

い
る

こ
と

、
二
重
殻

構
造

で
あ

る
こ

と
そ

の
他

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏

え
い

等
を

防
止

す
る

措
置

を
講

じ
た

構
造

及
び

材
質

で
あ

る
こ

と
。

 

ロ
 
地

下
貯

蔵
施

設
の

外
面

に
は

、
腐

食
を

防
止

す
る

た
め

の
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

た
だ

し
、

地

下
貯

蔵
施

設
が

設
置

さ
れ

る
条

件
の

下
で

腐
食

す
る

お
そ

れ
の

な
い

も
の

で
あ

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、
こ

の

限
り

で
な

い
。

 

ハ
 
地

下
貯

蔵
施

設
の
内

部
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
量

を
表
示

す
る

装
置

を
設

置
す

る
こ

と
そ

の
他

の
有

害

物
質

を
含

む
水

の
量

を
確

認
で

き
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 二
 
前

号
に

掲
げ

る
措

置
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

  Ｂ
基

準
 

地
下

貯
蔵

施
設
（

平
成

2
4
年

６
月

１
日

に
存

す
る

も
の

に
限

る
。
）
の

う
ち
Ａ

基
準

に
適

合
し

な
い

も
の

に
係

る
基

準
に

つ
い

て
は

、
当

該
地

下
貯

蔵
施

設
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

適
合

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

 

 

一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
Ａ

基
準

第
一

号
ハ

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

ロ
 
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

検
知

す
る

た
め

の
装

置
又

は
地

下
貯

蔵
施

設

に
お
け

る
有

害
物

質
を

含
む

水
の

流
量

の
変
動

を
計
測

す
る

た
め

の
装

置
を

適
切

に
配

置
す

る
こ

と
そ

の

他
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
を

確
認

で
き

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
こ

と
。

 

 二
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
Ａ

基
準

第
一

号
ハ

に
適

合
す

る
こ

と
。

 

ロ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い
等

を
防

止
す

る
た

め
、
内

部
に

コ
ー

テ
ィ

ン
グ

が
行
わ

れ
て

い
る

こ
と

。
 

 三
 
前

二
号

と
同

等
以

上
の

効
果

を
有

す
る

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

  Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準

Ａ
基
準
 

 
 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

若
し

く
は

有
害

物
質

貯
蔵

指

定
施

設
の

構
造

又
は

当
該

施

設
の

設
備

 

点
検

を
行

う
事

項
 

点
検

の
回

数
 

 
地

下
貯

蔵
施

設
 

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の

圧
力

若
し

く
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い

等
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
と

す
る

。
た

だ
し

、

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の
圧

力
又

は
水

の
水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

の
点

検
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

方
法

に
応

じ
、

適
切

な
回

数
で

行
う

こ
と

と
す

る
。

＊
３

）
 

＊
３
）
危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
政
令
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
下
貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
二
重

殻
タ
ン
ク
で
あ
つ
て
消
防
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
完
成
検
査
を
受
け
た
日
か
ら
十
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
で

あ
る
場
合
又
は
地
下
貯
蔵
施
設
か
ら
の
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
を
検
知
す
る
た
め
の
装
置
若
し
く
は
地
下
貯
蔵
施
設

に
お
け
る
有
害
物
質
を
含
む
水
の
流
量
の
変
動
を
計
測
す
る
た
め
の
装
置
を
適
切
に
配
置
す
る
こ
と
そ
の
他
の
有
害
物
質
を
含

む
水
の
漏
え
い
等
を
確
認
で
き
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
、
か
つ
、
有
害
物
質
を
含
む
水
の
漏
え
い
等
の
点
検
を
一
月
（
有
害
物
質

の
濃
度
の
測
定
に
よ
り
漏
え
い
等
の
有
無
の
点
検
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
月
）
に
一
回
以
上
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、

三
年
に
一
回
以
上
と
す
る
。
 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準

Ｂ
基
準
 

 
 

一
 

地
下

貯
蔵

施
設
（

二
の

項

に
掲

げ
る

も
の

を
除

く
。
）
 

地
下

貯
蔵

施
設

か
ら

の
有

害
物

質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無
 

一
月

（
有

害
物

質
の
濃

度
の
測

定
に

よ
り

漏
え

い
等

の
有

無
の

点
検

を
行

う
場

合
に

あ
っ

て
は

、
三

月
）

に
一

回
以

上
 

二
 

地
下

貯
蔵

施
設
（

Ｂ
基

準

第
二

号
に

適
合

す
る

も
の

及
び

第
三

号
に

適
合

す
る

も
の
（

第
二

号
と

同
等

以
上

の
効

果
を

有
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
）

に
限

る
。
）
 

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の

圧
力

若
し

く
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い

等
の

有
無
 

一
年

に
一

回
以

上
。

た
だ

し
、

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の
圧
力

又

は
水

の
水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

の
点

検
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

方
法

に
応

じ
、

適
切

な
回

数
で

行
う

こ
と

と
す

る
。
 

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

    
 

 

 
地

下
貯

蔵
施

設
 

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の

圧
力

若
し

く
は

水
の

水
位

の
変
動

の
確

認
又

は
こ

れ
と

同
等

以
上

の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら

の
有

害
物

質
を

含
む

水
の

漏
え

い

等
の

有
無

 

一
年

に
一

回
以

上
。

た
だ

し
、

地
下

貯
蔵

施
設

の
内

部
の
気

体
の
圧
力

又

は
水

の
水
位

の
変
動

の
確

認
以

外
の

方
法

に
よ

る
地

下
貯

蔵
施

設
か

ら
の

有
害

物
質

を
含

む
水

の
漏

え
い

等
の

有
無

の
点

検
を

行
う

場
合

に
あ

っ
て

は
、

当
該

方
法

に
応

じ
、

適
切

な
回

数
で

行
う

こ
と

と
す

る
。
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     ７ ７７７
    
使
用
の
方
法
に
関

使
用
の
方
法
に
関

使
用
の
方
法
に
関

使
用
の
方
法
に
関

す
る
基
準

す
る
基
準

す
る
基
準

す
る
基
準

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

及
び
点
検
の
方
法

    

 Ａ
基

準
及

び
Ｂ

基
準

 

有
害

物
質

使
用

特
定

施
設

又
は

有
害

物
質

貯
蔵

指
定

施
設

の
使

用
の

方
法

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

に
も

 

適
合

す
る

こ
と

と
す

る
。

 

 一
 
次

の
い

ず
れ

に
も

適
合

す
る

こ
と

。
 

イ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の

受
入

れ
、
移
替

え
及

び
分

配
そ

の
他

の
有

害
物

質
を

含
む

水
を
扱

う
作
業

は
、

有

害
物

質
を

含
む

水
が
飛
散

し
、

流
出

し
、

又
は

地
下

に
浸

透
し

な
い

方
法

で
行

う
こ

と
。

 

ロ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
の
補
給

状
況

及
び

設
備

の
作
動

状
況

の
確

認
そ

の
他

の
施

設
の
運
転

を
適

切
に

行
う

た
め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
 

ハ
 
有

害
物

質
を

含
む

水
が

漏
え

い
し

た
場

合
に

は
、
直

ち
に

漏
え

い
を

防
止

す
る

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、

当
該

漏
え

い
し

た
有

害
物

質
を

含
む

水
を

回
収

し
、
再
利

用
す

る
か

、
又

は
生
活
環
境
保
全

上
支
障

の
な

い

よ
う

適
切

に
処
理

す
る

こ
と

。
 

 二
 
前

号
に

掲
げ

る
使

用
の

方
法

並
び

に
使

用
の

方
法

に
関

す
る

点
検

の
方

法
及

び
回

数
を

定
め

た
管
理

要
領

が

明
確

に
定

め
ら

れ
て

い
る

こ
と

。
 

  Ｃ
基

準
 

改
正

法
施

行
前

に
設

置
さ

れ
て

い
る

既
存

の
施

設
の

う
ち

、
Ａ

基
準

及
び

Ｂ
基

準
を

満
た

さ
な

い
施

設
に

つ
い

て
は

、
平

成
2
7
年

５
月

3
1
日

ま
で

構
造

等
に

関
す

る
基

準
の

適
用

が
猶

予
さ

れ
る

。
点

検
の

方
法

及
び

回
数

は

Ｃ
基

準
が

適
用

さ
れ

る
。

 

                       

  点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ａ
基
準
及
び
Ｂ
基
準

Ａ
基
準
及
び
Ｂ
基
準

Ａ
基
準
及
び
Ｂ
基
準

Ａ
基
準
及
び
Ｂ
基
準

    

使
用

の
方

法
に

関
す

る
点

検
は

、
上

記
に

規
定

す
る

管
理

要
領

か
ら

の
逸
脱

の
有

無
及

び
こ

れ
に
伴

う
有

害
物

質
を

含
む

水
の
飛
散

、
流

出
又

は
地

下
へ

の
浸

透
の

有
無

に
つ

い
て

、
一

年
に

一
回

以
上

点
検

を
行

う
も

の
と

す

る
。
 

             
点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

点
検
及
び
回
数

    
Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

Ｃ
基
準

    

施
設

に
係

る
作
業

に
伴

う
有

害
物

質
を

含
む

水
の
飛
散

、
流

出
又

は
地

下
へ

の
浸

透
の

有
無

に
つ

い
て

、
一

年

に
一

回
以

上
点

検
を

行
う

も
の

と
す

る
。
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